
市電緑のじゅうたん サポーター募集中!
市電の軌道敷に芝を植え緑化する、「市電緑のじゅうたん」事業は、
みなさまの心温まる寄付によって成り立っています。
緑のじゅうたんを守るため、ぜひご協力をお願いします。
関心をお持ちの方は、下記までお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。

熊本市役所 環境局 環境共生課
☎096-328-2352
E-mail: kankyoukyousei@city.kumamoto.lg.jp

市電の軌道敷に芝を植え緑化する、「市電緑のじゅうたん」事業は、
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肥後椿（肥後ツバキ）



熊本市について
熊本市のプロフィール版



※この本で紹介した植物は、食用ではありません。



※オーナメンタルグラス・・・直訳すれば「観賞用のイネ科植物」という意味であり、葉の色や花穂が
美しく、観賞価値のある草類のことを指す。葉だけでも存在感があり、花壇のアクセントになる草。







セピア色になったススキ
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熊本市の概要

位置と面積

気象（平年値）

市の年表

市 章

　本市は九州の中央、熊本県の西北部、東経130度42分・北緯32度48分の位置にあります。 　

地勢は、金峰山を主峰とする複式火山帯と、これに連なる立田山等の台地からなり、東部は阿蘇外輪

火山群によってできた丘陵地帯、南部は白川の三角州で形成された低平野からなっています。 　

　気候は、有明海との間に金峰山系が連なるため、内陸盆地的気象条件となり、寒暖の較差が大きく

冬から春への移り変わりは早く、夏は比較的長いことが多いようです。 

熊本市

位置
東経130度42分
北緯32度48分

面積
390.32平方キロメートル

ひらがなのくの字を図案化
したもの。和を尊び、人の調
和を基本として躍進する熊
本市の姿を円形にし、未来
へたくましく発展する意味
で太い円形にまとめたもの
です。
(昭和44年8月1日制定) 

市制施行100周年「熊本百彩」が開幕  ｠｠｠｠｠｠ 
飽託郡4町（北部、河内、飽田、天明）と合併  ｠｠｠｠｠｠ 
人口が60万人を突破  ｠｠｠｠｠｠ 
台風19号が来襲  ｠｠｠｠｠｠ 
中核市へ移行｠ 　｠　｠
熊本城築城四〇〇年祭が始まる｠ ｠｠｠｠｠
熊本城本丸御殿が一般公開  ｠｠ 　
下益城郡富合町と合併。人口が67万9千人となる  ｠｠｠｠ 
市制施行120周年  ｠｠｠｠ 
下益城郡城南町、鹿本郡植木町と合併。人口が73万人となる  ｠｠｠｠ 
区の名称が決定  ｠｠｠｠ 
九州新幹線全線開業  ｠｠｠｠ 
政令指定都市への移行について閣議決定・政令公布  ｠｠｠｠ 
県知事と市長が事務引継書に調印  ｠｠｠｠ 
政令指定都市へ移行  ｠｠｠｠ 
熊本地震

人 口

平成元年　4月
3年  2月
3年  2月
3年  9月
8年  4月

19年  1月
20年  4月
20年10月
21年  4月
22年  3月｠｠ 
23年  1月
23年  3月
23年10月
24年  3月
24年  4月
28年  4月

年平均気温　摂氏16.5度
年間降水量　約1,992.7mm

　内陸盆地的な地形のため寒暖の差が大きく、
夏には「肥後の夕なぎ」といわれる蒸し暑い日が
続きます。

740,068人　324,366世帯 (推計人口) 
※推計人口は、平成31年1月1日現在です。

熊本市のプロフィール版



市木・市花・市鳥
保存樹木の指定

熊本市の天然記念物指定樹木

自然環境保全 －立田山緑地の公有化－

イチョウ
（昭和49年10月9日制定）

肥後椿（肥後ツバキ）
（昭和49年10月9日制定）

シジュウカラ
（昭和59年5月22日制定）

市木

市花

市鳥

ひ　　ご 　つばき
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　森の都宣言２周年と、市制８５周年を記念して、広く市民から募

集、１万２千通を超す応募の中から決定された。熊本城が昔から銀

杏城と呼ばれ、古木もあり、また、立派なイチョウ並木もあって、市民

に親しまれていることなどから選ばれた。イチョウ科の植物で、ギン

ナンノキ、チチノキ、公孫樹などともいわれ、日本には古くから主に神

社仏閣等で栽培されてきた。雌雄異株であることで知られ、独持な

尖円錐形をつくり、夏季の豊かで涼しい木陰、秋の黄葉の美しさは

格別である。街路樹として、特に好条件を備えている。

　先人の残した貴重な銘木や老樹を保護し次の世代に緑の遺産としてこれを引き継ぐため、「緑地の保全及び緑化

の推進に関する条例」に基づき、保存樹木として指定し、市が管理を助成することにより、良好な自然環境を保全し、

もって市民の健康で文化的かつ快適な生活に寄与することを目的としています。

　本市では昭和49年度から保存樹木の指定を実施し、現在242箇所、588本が指定されています。

(平成31年3月末現在)

保存樹木として指定する場合の基準は、古木又は巨樹で
次のいずれかに該当し、かつ健全であること。

 地上から1.5mの高さにおける幹の周囲が1.3m以上であるもの。

 樹高が13m以上であること。

 株立ちした樹木で高さが3m以上であるもの。

 はん登性樹木で、枝葉の面積が25平方メートル以上あるもの。　

天社宮の大クスノキ

旧代継宮跡大クスノキ

釜尾天神のイチイガシ

河内晩柑原木

徳王の桜

宮原菅原神社のイチイガシ

昭和43年8月13日

昭和43年8月13日

平成4年3月26日

平成4年3月26日

平成7年4月28日

平成23年3月28日

上高橋1丁目（高橋東神社）

花畑町（花畑公園）

釜尾町

市内

徳王町

植木町宮原

　市木同様、森の都宣言２周年と、市制８５周年を記念して、広く市

民から募集、1万２千通を超す応募の中から決定された。古くから熊

本独特の花として知られ、代表的な名花であるばかりでなく、最近

では国際的にも知られつつあり、一般家庭でも容易に育てられるこ

となどから選ばれた。ツバキ科の植物で、花弁が大きく、一重咲きで

平開する。色は白、ピンク、赤、錦（絞り）の４系統ある。特異な姿をも

つ肥後椿は、古く江戸時代から細川藩の庇護を受け、愛好者によっ

て広められ、改良を重ね、清雅枯淡の味わいのある名花といわれる

ようになった。

　健康都市宣言５周年と、市制９５周年を記念して、広く市民から募

集、６千通を超す応募の中から決定された。金峰山や立田山、託麻三

山などの森に多く生息し、四季を通じて観察される。害虫を多く食

べ、緑の森を守る益鳥として広く市民に親しまれていることなどか

ら選ばれた。 シジュウカラ科の鳥類で、全長１４センチメートル。くち

ばしは小さく円錐形、くびと頭は光沢のある黒色で、ほおは白い。背 

面は黄緑色で、翼は灰青色を帯びる。体の下面は白く中央に一本の

黒いたてすじがある。低地の森林に広く分布しているが、秋から冬

にかけては市街地でも見かけることができる。

ア

イ

ウ

エ

指定基準について

　昭和４８年夏、市街地の中心部にある花畑公園のクスノキ（樹齢推定
７００年）が生育環境の悪化により急激に枯れはじめました。森の都の
シンボルともいうべきこのクスノキ蘇生作戦には、多くの市民、専門家
の衆知を集めてやっと一命をとりとめました。

　これにはぼう大な経費と労力が投入されましたが、この蘇生作戦こそ森の都作戦の基調をなすものです。
　以来、小中学校内樹木保護養生のための土壌改良、幹巻き、熊本城内のクスノキ、ムクノキ、エノキ、
熊本学園大学前のケヤキなどにミネラル液注入、灌水、あるいは土壌改良など行って、樹木の保護に
努めています。

　熊本市の中心部から東北に位置する標高152mの立田山は、市街地に残された貴重な自然緑地ですが、その緑
地も都市化の進展とともに、徐々に減少していきました。
　民有地緑地のこれ以上の開発を防ぎ、市民の生活環境を保全するため、昭和49年度から県市一体となりその公
有化を進め、最終的に平成7年10月に約150haの買収を終了しました。
　確保した緑地は、自然の森に復元し、市民の憩の場づくりを行い、生活環境保全林「立田山憩の森」として多くの
市民の皆様に健康づくりやふれあいの場として、ご利用いただいています。
　平成19年度には、立田山憩の森全体を野外博物館と捉え、「森林ミュージアム立田山憩の森」として熊本県が4つの
観察コースを整備し、レクリエーションや環境教育の場として、市内外問わず多くの方々にご活用いただいています。

よみがえった
花畑公園の大クス

名　称 指定年月日 所在地
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タキイ種苗ホームページ　特性を生かして 宿根草と球根のGarden Design　
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■くまもと市政概要
■熊本市（１９７８）『森の都作戦（普及版）』
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1．私たち熊本市民は、清潔で住みよい街をつくりましょう。

1．私たち熊本市民は、郷土の自然や文化財を大切にいたしましょう。

1．私たち熊本市民は、時間を正しく守りましょう。

1．私たち熊本市民は、交通道徳を重んじましょう。

1．私たち熊本市民は、互いにあたたかく交わり、旅行者を親切に迎えましょう。

熊本市民「愛市憲章」

昭和35年5月11日制定

　自然環境の回復による生活環境の保全は、今や人類共通の課題となっている。

由来、わが熊本市は、豊かな緑、清冽な水に恵まれた自然の下、今日の発展を遂げてきたが、急激な

都市化の波に、今や昔日の面影は一変しようとしている。ここにおいてわれわれは、市民の総力

を結集して緑と水の保全・回復につとめ、もって人間優先の快適な都市環境づくりに邁進せんこ

とを誓い、わが熊本市を「森の都」とすることを宣言する。 

「森の都」都市宣言に関する決議 

昭和47年10月2日　熊本市議会

　限りある地球の資源の保全は、自然環境の回復と共に人類共通の課題であり、水資源について

もその例外ではない。古来、わが熊本市は豊かな緑と清冽な地下水に恵まれた自然の下生々発展

を遂げて来たが、今日における無秩序な地下水の開発と自然環境の破壊は、今や地下水の汚染

をはじめその枯渇さえ憂慮される状態にある。よって、本議会は市民の総意を結集して自然環境

の回復、保全をはかり、貴重な水資源を後世まで守り伝えていくことを誓い、ここにわが熊本市を

地下水保全都市とすることを宣言する。  

地下水保全都市宣言に関する決議

昭和51年3月22日　熊本市議会

　私たちのふるさと熊本市は、大阿蘇の大地を源とする地下水と緑に恵まれ、この豊かな自然の

中で重厚な文化をはぐくみ、「森の都」と呼ばれる美しい近代都市として発展してきました。しか

し、近年、都市化の進展と生活様式の多様化などにより、自然の仕組みが損なわれ、恵みの地下水

も将来が危ぶまれています。いまこそ私たちは、大気と水と大地で成り立つ地球の自然が、人類だ

けではなく生命あるものすべてにとって、かけがえのないものであることを改めて思い起こし、

その保全のために、自然界の生態系に学んだ循環型社会へと、転換を図っていかなければなりま

せん。私たちは、美しく豊かなこのふるさとの環境を守り育て、これを次の世代に引き継いでいく

ことを誓い、ここに熊本市を「環境保全都市」とすることを宣言します。

環境保全都市宣言

平成7年9月25日　熊本市


